
（第３号様式） 
印刷物仕様書 

（注）１ 必要な仕様は、別紙に具体的に書き入れること。 
２ 受注業者は、作業前に校正責任者と打合せを行うこと。 
３ リサイクル適性の表示が必要な印刷物（上記グリーン購入【判断基準】(3)を参照）につい

ては、受注業者は速やかに資材確認票を出納局入札用度課に提出すること。 

印刷物名 福島県防災基本条例チラシ 数量 
（  枚  組） □部 ■枚 

10,000 □組 □冊
□セット

印刷区分 ■オフセット □フォーム □ダイレクト □賞状 □地図 □その他（ ） 

用 紙 規 格
・ 

印 刷 面 
・ 

印 刷 色 

■Ａ □Ｂ ４判（■仕上がり） □ ｲﾝﾁ× ｲﾝﾁ □ ㎜ × ㎜ 

【表 紙】 kg（紙の厚さ） 
□上質紙 □コート紙 □アート紙 □レザック □色上質紙（厚口・特厚口）
□その他（ ） 
□片面刷／□両面刷（ 色）

【本 文】 ４頁 50.5kg（紙の厚さ） 
□上質紙 ■コート紙 □アート紙  □OCR 用紙 □ﾉｰｶｰﾎﾞﾝ紙（青･黒）（N  ） 
□その他（ ）  □減感（  枚目）□裏ｶｰﾎﾞﾝ（  枚目） 
□片面刷（□ﾓﾉｸﾛ（  頁）□２色（  頁）□３色（  頁）□４色（  頁）） 
■両面刷（□ﾓﾉｸﾛ（  頁）□２色（  頁）□３色（  頁）■４色（ ４頁）） 

【仕切紙】 枚 
□上質紙 □色上質紙（薄口・中厚口） □その他（ ） 
□片面刷／□両面刷（  色） 

製   本 

□無線（あじろ）とじ □針金とじ（□中とじ □平とじ）（ ヵ所)
□上製本 □見返し □背文字 □バラ（  枚帯掛） □穴（  ヵ所） 
□ミシン（  本） □セット仕上（  枚帯掛） □天のり（ 組・枚 １冊） 
■折り（■二つ折 □三つ折 □巻三つ折 □巻四つ折 □経本折 □観音折）
□その他（ ） 

グリーン 
購  入 

■適合 □不適合 □対象外

【判断基準】 
(1)総合評価値 80 以上の印刷用紙を使用すること。（冊子形状のものについては表紙を除

く。） 
(2)印刷物の用途・目的に支障のない範囲で、可能な限りＡランクの資材を使用すること。
(3)報告書、ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物には、リサイクル適性を表示する

こと。
(4)オフセット印刷については、インキの種類ごとに規定された率以上植物由来の油を含有

し、かつ芳香族成分が 1%未満の溶剤のみを用いたインキが使用されていること。

写  真 
 ■カラー １点 □モノクロ  点  
【内訳】■支給 [著作権：□無（ 点）■有（１点）] □撮影又はレンタル 点 

イラスト
 ■カラー１６点 □モノクロ  点  
【内訳】■支給 [著作権：■無（１０点）□有（ 点）] ■書起し又はレンタル６点 

支給原稿 

【表 紙】 □普通紙 ■電子データ（使用ソフト： PowerPoint） 
【本 文】 □普通紙 ■電子データ（使用ソフト： PowerPoint） 
【イラスト】□普通紙 ■電子データ（使用ソフト： JPEG 及び Photoshop Document） 
【写 真】 □ネガ □プリント ■電子データ（使用ソフト： JPEG） 

原稿引渡 ■受注業者決定時 □令和  年  月  日（予定） 

校  正
責 任 者 

 所属名 危機管理部災害対策課 担当者 野崎 
 内線（２６６９）外線（０２４－５２１－７６４１） 

校正 
回数   ２回 

納入期限  令和７年３月２８日（金） データ納品 ■要（形式：ＰＤＦ）□不要

納入場所 福島県危機管理部災害対策課 【その他納品先】□有（ ヵ所） ■無 

特記事項 別紙に記載。また、写真・イラストの点数は、校正により増減する場合があります。 



「福島県防災基本条例チラシ」仕様詳細 

 

 「福島県防災基本条例チラシ」の詳細な仕様について下記のとおりとする。 

 

1. イラスト・図 

(ア) ふくしまを応援する「ベコ太郎」（以下「ベコ太郎」） 

 原稿は、計２種のベコ太郎イラストを４箇所に配置しているが、必要に応じて支給の１０

種のベコ太郎イラストから選択し配置の変更及び追加をすること。 

 色・形状その他の利用上の注意点については、「ふくしまを応援する「ベコ太郎」使用規

程」及び「ふくしまを応援する「ベコ太郎」デザインマニュアル」を遵守すること。 

(イ) 警戒レベル一覧表について 

 警戒レベルの一覧表を用いる場合には、以下の表記上の留意点を踏まえる。 

①   警戒レベル５は命の危険が極めて高く警戒レベル４までとは異なる段階であることを示

すため、５と４以下の間に区切り等を設け、その区切りの趣旨として「警戒レベル４ま

でに必ず避難！」と記載し波線で挟む。 

②   避難のタイミングが明確になるよう、警戒レベル４、３を強調する（太文字、行の高さ

を高くする等）。 

③   配色については、別紙の内閣府資料に準拠すること。 

 

2. レイアウト及びイラストの挿入 

・原稿の記載に沿ったベコ太郎以外のイラストを必要に応じて使用すること。 

・原稿のレイアウトを基本としつつ、見やすいレイアウトにすること。 







ふくしまを応援する「ベコ太郎」使用規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、ふくしまを応援する「ベコ太郎」（以下「ベコ太郎」という。）を使用する場

合の取扱に関し、必要な事項を定める。 

 

（ベコ太郎の管理） 

第２条 ベコ太郎のデザイン使用に関する一切の権利は福島県に帰属し、福島県総務部広報課が

管理する。 

 

（申請） 

第３条 ベコ太郎を使用しようとする者は、あらかじめ「ベコ太郎使用承認申請書」（様式第１号）

（以下「申請書」という。）を福島県総務部広報課長（以下「広報課長」という。）に提出し、そ

の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は申請を省略する

ことができる。 

（１）国、又は地方公共団体が使用するとき。 

 （２）学校等が教育の目的で使用するとき。 

 （３）報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。 

 （４）個人が福島県を応援する目的で使用するとき。 

 （５）その他、広報課長が適当と認めたとき。 

２ 申請を省略する場合においても第 4 条各号に該当する場合は、ベコ太郎を使用することは認

めない。 

 

（承認の範囲） 

第４条 広報課長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、使用を承認するものとする。なお、その際、広報課長は使用方法やその他に

ついて、必要に応じ条件を付することができる。 

 （１）福島県の信用・品位を害する、又は害するおそれのあるとき。 

 （２）福島県の正しい理解の妨げになる、又は妨げになるおそれのあるとき。 

（３）ベコ太郎を正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しないおそれのあるとき。 

 （４）法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。 

（５）特定の個人、団体等を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれ

のあるとき。 

（６）不当な利益をあげるために使用されるおそれがあるとき。 

 （７）その他、広報課長が不適切と認めたとき。 

 

 

 



（承認） 

第５条 広報課長は、前条の規定による承認をするときは、「ベコ太郎使用（変更）承認通知書」

（様式第２号）をもって通知する。 

 

（使用料） 

第６条 使用料は、無料とする。 

 

（使用期間） 

第７条 デザインの使用期間は、使用承認の日から最長２年間とする。 

 

（使用上の遵守事項） 

第８条 ベコ太郎を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 （１）使用できるデザインは「ふくしまを応援する『ベコ太郎』デザインマニュアル」に掲載さ

れているもののみとする。 

 （２）承認された用途のみに使用し、広報課長の指示する使用条件に従うこと。 

 （３）定められた色、形状、配色等を正しく使用すること。 

 （４）イメージを損なう展開又は、応用使用はしないこと。 

（５）使用にあたっては、原則として、ベコ太郎に近接して「ふくしまを応援する『ベコ太郎』」、

「ふくしま応援！『ベコ太郎』」又は「ベコ太郎」と表記すること。 

（６）当該使用に係る物件の完成見本を速やかに広報課長に提出すること。ただし、提出が困

難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。 

２ ベコ太郎の変形、加工、アニメーションの作成等は原則として認めない。ただし、広報課長

が必要と認めた場合は別途協議する。 

３ ベコ太郎を使用する権利は、第三者に譲渡してはならない。 

 

（使用の非独占・福島県の非推薦等） 

第９条 本規程による使用承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してデザイン等

を使用する権利を付与するものではなく、かつ、物品等又は使用者について福島県による推薦又

は品質保証を行うものではない。 

 

（承認内容の変更） 

第 10 条 ベコ太郎の使用承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、

あらかじめ「ベコ太郎使用承認変更申請書」（様式第３号）を広報課長に提出し、その承認を受

けなければならない。 

２ 前項の承認は、「ベコ太郎使用（変更）承認通知書」（様式第２号）をもって通知する。 

３ 変更申請の承認後についても、前条の規定を遵守しなければならない。 

 

 



（承認の取り消し） 

第 11 条 広報課長は、ベコ太郎の使用がこの規程又は承認内容に反して使用されたときは、当該

承認を取り消すことができる。 

２ 前項の規定により承認を取り消された者は、承認取消通知があった日以降、当該承認に係る

物件の使用、配布、掲示及び販売等をしてはならない。 

３ 前２項の規定は、第３条により申請を省略した場合も同様とする。 

 

（責任の制限） 

第 12 条 前条の規定により、ベコ太郎の使用承認を取り消した場合、使用承認を受けた者に損害

が生じても、福島県はその責めを負わない。 

２ 使用者は、デザイン等を使用した商品等の瑕疵により第三者に損害又は損失を与えた場合は、

これに対し全責任を負い、県は損害賠償、損失補償その他の法律上の一切の責任を負わないもの

とする。 

３ 使用者は、デザイン等の使用に際して故意、又は過失により県に損害を与えた場合は、これ

によって生じた損害を県に賠償しなければならない。 

 

（補則） 

第 13 条 この規程に定めるもののほか、ベコ太郎の使用に関して必要な事項は、広報課長が別に

定める。 

 

附則 

（施行期日） 

 この規程は、令和２年１２月１６日から施行する。 



（様式第１号） 

ベコ太郎使用承認申請書 

 

令和  年  月  日 

 

福島県総務部広報課長 宛 

 

                    申請者 

                     住 所 

 

                     氏 名 

 

 下記のとおり、ベコ太郎を使用したいので申請します。 

記 

１ 使用対象物件 

 

２ 使用目的及び使用方法 

 

３ 使用期間（最長２年間とする） 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

４ 使用数量 

 

５ 連絡先 

担 当 者        

電 話 番 号        

Ｆ Ａ Ｘ 番 号        

メールアドレス 

 

６ 添付書類等 

（１）申請者の概要 

（２）企画書（レイアウト、原稿等） 

（３）その他参考になるもの（商品見本等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第２号） 

第      号 

令和  年  月  日 

 

ベコ太郎使用（変更）承認通知書 

 

 様 

 

 

福島県総務部広報課長 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあったベコ太郎使用（変更）については、次の条件を付

して承認します。 

記 

 １ 承認番号 

     総第    号 

 

 ２ 使用期間 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

 ３ 使用条件 

（１）デザインの使用に関しては、「ふくしまを応援する『ベコ太郎』使用規程」の内容を遵守

すること。 

 （２）完成品を提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（様式第３号） 

 

ベコ太郎使用承認変更申請書 

 

 

令和  年  月  日 

 

福島県総務部広報課長 宛 

 

                    申請者 

                     住 所 

 

                     氏 名 

 

 

 令和  年  月  日付け  総第   号で承認を受けた内容について、下記のとおり変

更したいので申請します。 

記 

項目 変更前 変更後 

使用対象物件 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用目的及び 

使用方法 

 

 

 

 

 

 

 

使 用 期 間       

 

 

 

 

 

 

 

 

使 用 数 量       

 

 

 

 

 

 

 

 

連 絡 先       

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ふくしまを応援する「ベコ太郎」デザインマニュアル 

 

 

 

 

 

「ベコ太郎」のデザインを使用する際には、「ふくしまを応援する『ベコ太

郎』使用規程」を確認の上、正しくご活用願います。 

 

令和２年１２月１６日 
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ふくしまを応援する「ベコ太郎」の紹介 

ベコ太郎は、自ら積極的にふくしまを応援する、「赤べこ」モチーフにした

キャラクターです。 

福島県総合情報誌『ふくしままっぷ』のナビゲーターとして平成２８年から登場し、6

秒動画『もっと 知って ふくしま！』などで福島県の観光地や特産品、人、魅力を紹介

しています。 

 

名称の表記 

デザインの近くに名称を表記してください。 

名称については、 

① ふくしまを応援する「ベコ太郎」 

② ふくしま応援！「ベコ太郎」 

③ ベコ太郎             ①～③のいずれかのみで表記をお願いします。 

 

  

 

 

 
 

○名称表記の位置については、上下左右の指定はございません。 

○パンフレット等で複数カットのデザインを使用する場合は、表紙などメインとなるデ

ザインの近くに表記するようお願いします。その場合、メインデザイン以外での名前

の表記は省略することも可能です。 

○名前のフォントや大きさ、色について指定はありませんが、可読性の確保をお願い

します。 

 

ふくしまを応援する「ベコ太郎」 
ベコ太郎 「ベコ太郎」 

ベコ太郎 

ふくしま応援！ 

ふくしま応援！「ベコ太郎」 
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色の指定 

 

 背景の色やデザインにより、ベコ太郎の視認性やイメージを損なうような表現はしな

いようお願いします。 
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禁止事項 

  
 

縦横比の変更 部分的な変更 色の変更 

 
 

 

左右の反転 
異なる要素の追加 

イメージを損なう物等を持たせる 
一部を切り取って使用 

  
 

フチをつける シルエットのみでの使用 
推薦表示 

誤解を招く可能性のある表現 

 そのほか、使用規程に定める事項等を遵守願います。 
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デザイン一覧 

   
01 02 03 

   
04 05 06 

 
  

07 08 09 

 
  

10   

 



避難情報等※ ⾊ ＲＧＢ値
（R2.5.29公表）

CMYK値
（R3.3.5公表）

備考

警戒レベル５
警戒レベル５相当情報

災害発⽣情報 ⿊ 12, 0, 12 30, 40, 0, 100
完全な⿊だと死を連想する可能性があるため、わずかに
⾊味をつけている。

警戒レベル４
警戒レベル４相当情報

避難勧告、避難指⽰（緊急） 紫 170, 0, 170 50, 85, 0, 5
危険だという印象を⾼めるため、⻘やピンクと誤認しに
くいように濃いめで⾚みのある⾊にしている。

警戒レベル３
警戒レベル３相当情報

避難準備・⾼齢者等避難開始 ⾚ 255, 40, 0 0, 85, 95, 0
⿊や紫との区別をしやすくするため、やや橙側に寄せて
いる。

警戒レベル２
警戒レベル２相当情報

洪⽔注意報、⼤⾬注意報等 ⻩ 242, 231, 0 0, 0, 100, 5
⽩との区別をしやすくするため、やや濃いめで、橙側に
寄せている。

警戒レベル１ 早期注意情報 ⽩ 255, 255, 255 0, 0, 0, 0

発表無し ― ― ― ―
原則として表⽰しない。「発表無し」と「レベル１」を区別する必要
がある場合は、「発表無し」に⽩、「レベル１」に明灰のRGB値
（200, 200, 200）を⽤いることが考えられる。

令和３年３月５日 

内閣府（防災担当） 

大雨の警戒レベルをわかりやすく伝えるための５色の配色 

について紙面上の推奨配色（ＣＭＹＫ値）を定めました 

５段階の警戒レベルの違いをわかりやすく伝えるためには、配色を統一させ色のイメー

ジを定着させることが重要であり、またその配色が様々な色覚の人にも可能な限りわかり

やすいものになっていることが必要です。 

このため、様々な色覚の人※1を対象に、わかりやすい警戒レベルの配色に関する検証調

査※2を実施し、警戒レベルの画面上の推奨配色を定め、ＲＧＢ値については令和２年５月

29 日に公表するとともに関係機関等に対し、原則として本配色を使用することを依頼した

ところです。 

このたび、チラシやポスター等の紙面上の推奨配色（ＣＭＹＫ値）についても検証調査

を踏まえ、以下の通り定めましたのでご活用ください。 

※1一般色覚、１型色覚、２型色覚、ロービジョン者（３型色覚類似）

※2検証調査実施者：特定非営利活動法人カラーユニバーサルデザイン機構等、伊藤啓教授（ケルン大学理学部生物学教室） 

※ 避難情報等の名称は、「避難勧告等に関するガイドライン（平成31年3月）」のものを記載しています。 

※ RGB値は、インターネット標準のsRGB色空間、色温度6500K、ガンマ2.2及びHD 放送標準のBT.709 (REC.709) 色空間、色温度 6500K、ガンマ 2.4を想定しています。 

※ CMYK値は、コート紙印刷用標準のJapanColor 2011をプロファイル指定してカラーマネジメントして下さい。 

新聞紙等では印刷機の環境に合わせて適切なプロファイル変換を行って下さい。 

＜本件問合せ先＞ 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（調査・企画担当）付 菅、長野 

電話：０３－３５０１－５６９３（直通） 




